
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回臨時会開催 
 

４月２４日に行われた北本市議会議員選挙では、１６４４票をいただき初当選いたしました。

今後は、北本市発展のために市議会議員として全力で取り組むとともに、議会での活動内容につ

いて皆様にご報告させていただきます。 

 

５月１３日に平成２３年第１回北本市議会臨時会が開

催され、議長、副議長の選挙、議席の指定、常任委員会

委員の選任、議会選出各種委員が選任されました。 

続いて、議案の審議が行われました。内訳は、条例３

件、事件議決１件、予算３件が上程され、市長提案理由

の説明、議案審査につづき本会議で各議案とも全会一致

で可決しました。 

 

議会には３つの常任委員会があり、議員は必ずひとつの常任委員会に所属することになってい

ます。今回、私は建設経済委員会の副委員長に決定しました。また、庁舎建設特別委員会と議会

だより編集委員会の委員にもなりました。 

議会選出各種委員としては、北本地区衛生組合議会議員と都市計画審議会委員に任命されまし

た。各常任委員会と委員長、副委員長は次の通りです。 

委員会 定数 所管事項 委員長、副委員長（敬称略） 

総務文教常任委員会 ７人 

市一般会計の歳入に関する事項、

総合政策部の所管に関する事項、

総務部の所管に関する事項など 

（委 員 長）現王園孝昭 

（副委員長）滝瀬光一 

保健福祉常任委員会 ６人 保健福祉部の所管に関する事項 
（委 員 長）福島忠夫 

（副委員長）渡邉良太 

建設経済常任委員会 ７人 

市民経済部の所管に関する事項、

都市整備部の所管に関する事項、

農業委員会に関する事項 

（委 員 長）岸 昭二 

（副委員長）大嶋達巳 

役職 議員名（敬称略） 

議 長 加藤 勝明 

副 議 長 島野 和夫 

監査委員 黒澤 健一 
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北本市災害見舞金等支給条例の一部改正が可決される 

今回の臨時会には、７件の議案が提出され全てが全会一致で可決されました。その中で、北本

市災害見舞金等支給条例の一部改正について説明します。 

 

北本市は、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、屋根瓦や給湯設備など市内

の住居においても一部損壊の被害がありました。この震災を契機に、現在の条例を見直し、一部

損壊の基準を新たに設けることにより、被災者の市民福祉の増進を図るものです。 

 

一部改正の概要は次の通りです。 

 

（改正） 

住居の全焼、全壊又は流失 １世帯につき 70,000円を100,000円に改正。 

住宅の半焼又は半壊 1世帯につき 35,000円を50,000円に改正。 

住宅の床上浸水等 1世帯につき 20,000円を30,000円に改正。 

（新設） 

住宅の一部損壊 1世帯につき 20,000円を新設。 

 

支給に当たっては、まず「り災証明願」をくらし安全課（危機管理・消防防災担当）に提出し、

り災証明を発行してもらってください。その際に、損壊した場所の写真を添付してください。す

でに修理してしまった場合は、見積書や請求書等が必要になります。 

次に、「災害見舞金支給申請書」に、り災証明を添付して福祉課へ提出してください。本来は、

災害後３０日以内に申請するものですが、今回の改正に関しては３月１１日の地震で受けた被害

も対象となります。申請書類は各窓口にありますので、詳しくは北本市役所くらし安全課（危機

管理・消防防災担当）および福祉課まで。 

電話 048-591-1111（代） 

 

 

６月定例会 
平成２３年度第２回北本市議会定例会（６月定例会）は６月７日（火）から始まります。一般

質問も予定されています。本格的な議会の場となりますので、皆様の声をしっかりと議会に届け

ていきます。 

 

ボランティア募集！ 

大島たつみを支える会では人手が足りません。 

わずかな時間でもかまいませんので、お力をお貸しいただける方は 

是非ともご連絡ください。 

●ご近所にチラシを配っていただける方 

●友人、知人に私たちの活動を紹介していただける方 

●事務作業を手伝っていただける方 

 

連絡先： 

（電話/FAX）048-591-5762 

（携帯）  090-8848-8465 

（メール）tatsumi3@gmail.com 
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